事務所賃貸借契約書

貸　主（甲）　　　

借　主（乙）　　

上記当事者間において下記条項により賃貸借契約を締結する。

第1条 甲所有の下記表示の建物（以下本建物という）を乙に使用せしめるにつき、以下の条件によって賃貸借契約を締結する。

①住所　　東京都

③目的物　

第2条 乙は、本件目的物を自己の事務所として使用する。

第3条 室料は１ヶ月金　　　　　円と定め、毎月末日限り翌月分を甲へ支払うこと。

第4条 賃貸借の存続期間は、平成　　年　　月　　日より向こう１年間とする。

ただし、期間満了時に乙が契約更新を希望する場合は、室料の増額、更新料の支払等を条件として契約期間を延長することができる。

第5条 乙または使用人等の行為、過失によって賃貸借物を毀損し、またはマンション内の共同施設等を破損した場合は、その修繕費用につき乙が一切を負担しなければならない。

第6条 電気料、水道使用料、ガス代、電話代、その他ガラス破損取替え料、または付属器具の破損取替え料など乙の自己使用によって生ずる一切の費用は乙の負担とする。

第7条 本物件が公共事業等のため収用または改造される場合、乙は甲の請求に応じて異議なく物件を返還し、決して甲に損害賠償などの請求をしない。

第8条 乙が下記の事項に該当した場合は、甲からの通知催告を要することなく契約が解除されるものとする。

①２回続けて室料を滞納したとき

　　②他の債務により仮差し押さえ、仮処分等を受け、または競売、破産の申し立てを受けたとき

第9条 乙が本物件を返還するときは、甲の立会いのもとに物件の点検をし、甲の承諾な　　

くして造作加工、または破損した個所などがあれば原状回復の費用を甲に支払

わなければならない。

第10条 　乙は、目的物件及びビル内共通部分の使用について、使用規則を遵守し、同規　

則にもとづいて行う管理人の室内立ち入りその他点検行為に協力しなければな

らない。

上記のとおり賃貸借契約が成立したので、これを証するため本証書２通を作成し、甲乙各１通ずつを保持する。

平成　　年　　月　　日

貸主（甲）

借主（乙）

